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一般社団法人 神戸市サッカー協会 定款 

 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この法人は、一般社団法人神戸市サッカー協会と称し、英文ではKOBE FOOTBALL  

ASSOCIATION と表示する。 

（主たる事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を神戸市に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

（目的等） 

第３条 この法人は、社団法人兵庫県サッカー協会に加盟した神戸市唯一の団体として神戸市 

におけるサッカー・フットサル等の普及、発展と競技力の向上を図り、もって市民の 

心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的として、次の

事業を行う。 

 

１．サッカー競技会の開催に関する事業 

２．フットサル競技会の開催に関する事業 

３．サッカー・フットサル等の普及、発展に関する事業 

４．選手の育成強化及び指導者の養成に関する事業 

５．審判の技術向上及び養成に関する事業 

６．競技団体、選手、指導者及び審判の登録に関する事業 

７．広報に関する事業 

８．競技に係る傷害予防等医科学に関する事業 

９．サッカー・フットサル等を通じた国際交流に関する事業 

１０．競技場の設置及びその維持または運営に関する事業 

１１．市民の健康づくり及び生きがいづくりに関する事業 

１２．健康で文化的な市民生活に寄与する食育に関する事業 

１３．その他上記の目的を達成するために必要な事業 

 

第３章 社員及び会員 

（法人の構成員） 

第４条 この法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する 

法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。 

(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 

(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体 



2 

 

(3) 名誉会員 この法人に功労のあった者で社員総会の決議をもって推薦された者 

（入会） 

第５条 この法人の目的に賛同し、正会員になろうとする者は、入会申込書に入会金を添えて、 

賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、申込みを行うものとする。 

２ 入会は、理事会においてその可否を決定し、これをその者に通知する。 

３ 名誉会員に推薦された者は、本人の承諾をもって会員となるものとする。 

（入会金及び会費） 

第６条 この法人の入会金は、次のとおりとする。 

(1) 正会員         金５０，０００円 

２ この法人の会費は、次のとおりとする。 

(1) 正会員  年額     金１０，０００円 

(2) 賛助会員 年額 １口  金５０，０００円 

３ 賛助会員は、入会金を納めることを要しない。 

４ 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。 

５ この法人の理事または監事を３期以上務めた者が、入会を希望する場合は、第１項の 

規定にかかわらず、理事会の決議によって入会金を減免することができる。 

（退会） 

第７条 会員が退会しようとするときは、１か月以上前に理由を付して、退会届を会長に提出 

しなければならない。 

（除名） 

第８条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該 

会員を除名することができる。 

この場合において、議決の対象となる会員は、社員総会の特別決議に加わることがで 

きない。ただし、議決の前に弁明の機会を与えるものとする。 

(1) この法人の定款またはその他の規則に違反したとき。 

(2) この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に違反する行為をしたとき。 

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。 

２ 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し通知するものとする。 

（会員資格の喪失及びそれに伴う権利及び義務） 

第９条 会員は、前２条の場合の他、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その 

資格を喪失する。 

(1) 第６条の支払いの義務を１年以上履行しなかったとき。 

(2) 総社員が同意したとき。 

(3) 成年被後見人または被保佐人になったとき。 

(4) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または破産し、または団体である会員が解散し 

たとき。 

２ 会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。 

ただし未履行の義務は、これを免れることができない。 
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３ この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金 

品は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 

 

第４章 社員総会 

（構成） 

第１０条 社員総会は、正会員をもって構成する。 

（権能） 

第１１条 社員総会は、この定款に別に規定するものの他、この法人の運営に関する重要な事 

項を議決する。 

（開催） 

第１２条 社員総会は、定時社員総会として毎年事業年度開始前３カ月以内と毎年事業年度終 

了後３カ月以内の２回開催する他、必要がある場合に開催する。なお、社員総会は、 

社員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。 

（招集） 

第１３条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が 

招集する。 

２ 総社員の議決権の５分の１以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の 

目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 

３ 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から４週間以内に臨時社員 

総会を招集しなければならない。 

４ 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面 

をもって、開催日の２週間前までに通知しなければならない。 

（議長） 

第１４条 社員総会の議長は、当該社員総会において選出する。 

（議決権） 

第１５条 社員総会における議決権は、１社員につき１個とする。 

（決議） 

第１６条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該 

社員の議決権の過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、法人法第４９条第２項に定める社員総会の 

特別決議によって行う。 

(1) 社員及び会員の除名 

(2) 理事の解任 

(3) 監事の解任 

(4) 定款の変更 

(5) 解散 

(6) その他法令で定められた事項 

３ やむを得ない理由のため、社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ 
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通知された事項について、書面をもって決議し、または他の社員を代理人として決 

議を委任することができる。 

（議事録） 

第１７条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人２名が、記 

名押印または署名する。 

 

第５章 役員 

（役員の設置） 

第１８条 この法人に、次の役員を置く。 

(1) 理事 １０名以上３５名以内 

(2) 監事 ２名 

２ 理事のうち１名を会長とし、副会長２名、専務理事１名を置くことができる。 

３ 会長、副会長以外の理事のうち、専務理事を業務執行理事とする。 

４ この法人の会長を法人法上の代表理事とする。 

（役員の選任） 

第１９条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 

２ 会長、副会長、専務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。 

３ 監事はこの法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることができない。 

４ 理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶者または３親等内の親族(その他当該 

理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事が理事総数の３分の 

１を超えてはならない。監事についても同様とする。 

（理事の職務及び権限） 

第２０条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行す 

る。 

２ 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を 

執行する。 

３ 副会長は、会長を補佐してこの法人の業務を掌理し、会長に事故があるときはその 

職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。 

４ 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。 

５ 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に４か月を超える間隔で２回以上、自己 

の職務の執行の状況を理事会に報告する。 

（監事の職務及び権限） 

第２１条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成 

する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及 

び財産の状況の調査をすることができる。 
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（役員の任期） 

第２２条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定 

時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定 

時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

３ 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとす 

る。 

４ 理事または監事は、第１８条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了また 

は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事また 

は監事としての権利義務を有する。 

 

（役員の解任） 

第２３条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 

この場合において、議決の対象となる役員は、社員総会の決議に加わることができ 

ない。ただし、議決の前に弁明の機会を与えるものとする。 

（報酬等） 

第２４条 役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。 

（事務局） 

第２５条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。 

３ 職員は、専務理事が任免する。 

４ 職員は、有給とすることができる。 

 

第６章 理事会 

（構成） 

第２６条 この法人に理事会を置く。 

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

（権限） 

第２７条 理事会は、次の職務を行う。 

(1) この法人の業務執行の決定 

(2) 総会に付議すべき事項の決定 

(3) 理事の職務の執行の監督 

(4) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職 

(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項の決定 

（開催） 

第２８条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の２種とする。なお、理事会は、理事総数の過 

半数の出席がなければ開催することはできない。 

２ 通常理事会は、毎年６回開催する。 
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３ 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。 

(1) 会長が必要と認めたとき。 

(2) 会長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求 

があったとき。 

（招集） 

第２９条 理事会は、会長が招集する。 

（議長） 

第３０条 理事会の議長は、会長若しくは、会長が指名した者がこれに当たる。ただし会長が 

欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるも 

のとする。 

（決議） 

第３１条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が 

出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、法人法第９６条の要件を満たしたときは、理事会の決議 

があったものとみなす。 

（議事録） 

第３２条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 前項の議事録には、理事会において選任された議事録署名人２名が、記名押印また 

は署名する。 

 

第７章 資産及び会計 

（事業年度） 

第３３条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

（事業計画及び収支予算） 

第３４条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日まで 

に、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、 

同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置 

き、一般の閲覧に供するものとする。 

（事業報告及び決算） 

第３５条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作 

成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の議を経て、定時社員総会の承認を受けな 

ければならない。 

(1) 事業報告 

(2) 事業報告の附属明細書 

(3) 貸借対照表 

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書) 

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 
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２ 前項の書類の他、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供する 

とともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するもの 

とする。 

(1) 監査報告 

(2) 理事及び監事の名簿 

（余剰金） 

第３６条 この法人は、余剰金の分配を行うことができない。 

 

第８章 定款の変更及び解散 

（定款の変更） 

第３７条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 

（解散） 

第３８条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

（残余財産の帰属） 

第３９条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公 

益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人 

または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

第９章 公告の方法 

（公告の方法） 

第４０条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 

 

第１０章 補則 

（委任） 

第４１条 この定款に定めるものの他、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決 

により、会長が別に定める。 

 

第１１章 附則 

 

第４２条 この法人の設立当初の役員は、第１９条第１項の規定にかかわらず、後記記載のと 

おりとする。 

第４３条 この法人の最初の事業年度は、第３３条の規定にかかわらず、この法人成立の日か 

ら平成２３年３月３１日までとする。 

第４４条 この法人の設立前に神戸市サッカー協会の会員であった者が引続きこの法人の会 

員となる場合には、第６条第１項第１号の規定にかかわらず、入会金を徴収しない。 

また、平成２２年度に関する会費は、同条第２項第１号の規定にかかわらず、徴収 

しない。 

第４５条 この法人の設立時に神戸市サッカー協会に帰属する一切の権利義務は、この法人が 
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承継する。 

 

第４６条 この法人の設立時の社員は、次のとおりとする。 

 

(1) 神戸市東灘区住吉山手五丁目１３番１８号 

皆 木 吉 泰 

(2) 兵庫県加古川市平岡町土山４５１番地の９ 

藤 田 利 明 

(3) 神戸市北区有野台七丁目１６番の６ 

一 北 四 郎 

(4) 神戸市北区緑町五丁目４番１１号 

高 見   豊 

(5) 神戸市垂水区歌敷山一丁目５番１７号 

佐 藤 忠 志 

(6) 神戸市灘区城の下通二丁目４番１４－３０５号 

細 谷 一 郎 

(7) 兵庫県明石市大久保町高丘七丁目６２番地の１ 

中 桐 俊 男 

(8) 神戸市東灘区魚崎南町五丁目７番３－２０８号 

黒 田 和 生 

(9) 神戸市須磨区白川台五丁目４９番地の２ 

益 子 秀 久 

(10) 神戸市東灘区御影山手三丁目６番７号 

津 田 三 郎 

(11) 神戸市須磨区西落合六丁目１番５８－３０３号 

榎 原 徹 夫 

 

第４７条 この法人の設立時の役員は、次のとおりとする。 

設立時理事 

(1) 神戸市須磨区戎町三丁目５番１５号 

益 子 和 久 

(2) 神戸市西区持子三丁目４９番地の１ 

一 北 保五郎 

(3) 神戸市灘区六甲台町７番２５号 六甲台パークハイツ ５０１号 

加 藤   寛 

(4) 神戸市東灘区北青木二丁目６番３９－１０３号 

小 林 茂 幸 
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(5) 神戸市灘区鹿ノ下通一丁目１番２号 

平 澤   学 

(6) 神戸市北区ひよどり台三丁目２番地 １棟５０３号 

仲   義 之 

(7) 神戸市兵庫区滝山町７番地の５１ パレス西神戸３１３号 

小 川 昇 生 

(8) 兵庫県伊丹市稲野町七丁目２７番地の１ 山大ハイツ１０２号 

松 下 治 正 

(9) 神戸市中央区中山手通二丁目２４番１－８０９号 

矢 崎   勉 

(10) 兵庫県加古川市平岡町土山６９９番地の２２ 

澤 山   武 

(11) 兵庫県加古川市平岡町二俣６５９番地 川崎重工社宅３－３２６号 

海 老   純 

(12) 兵庫県西宮市松風町２番７号 

岡 本 卓 也 

(13) 神戸市垂水区小束山本町一丁目７番１－９１７号 

森 田 剛 志 

(14) 神戸市北区泉台五丁目１９番地の１８ 

清 水   博 

(15) 神戸市西区南別府一丁目１４番地の３ 

谷 岡 善 裕 

(16) 神戸市西区糀台四丁目１３番地の５ ８０１号 

浅 野 正 倫 

(17) 神戸市須磨区須磨寺町四丁目１番１４号 

田 中 大 喜 

(18) 兵庫県宝塚市すみれガ丘三丁目１番１－９０２号 

吉 本 一 仁 

(19) 神戸市灘区都通二丁目３番１２号 

岡   俊 彦 

(20) 神戸市須磨区白川台二丁目４５番地の２ 白川台住宅１１－３０４号 

浪 江   眞 

(21) 神戸市中央区諏訪山町５番９－５０２号 

神 藤 一 郎 

(22) 神戸市須磨区飛松町五丁目１番地の１ 

戸 祭 正 喜 

(23) 神戸市西区伊川谷町潤和１３０８番地の７ 

清 見 昌 功 
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設立時監事 

(1) 神戸市西区糀台四丁目１１番地の４４ 

古 結 玄 修 

(2) 神戸市須磨区道正台一丁目１番６－７０５号 

藤 井 稔 人 

 

（定款に定めのない事項） 

第４８条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他法令の定めるところによる。 

 

以上、一般社団法人神戸市サッカー協会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が

次に記名押印する。 

 

平成２２年  月  日 

 

設立時社員 

 

     皆 木 吉 泰             

 

 

 

 

     藤 田 利 明             

 

 

 

 

     一 北 四 郎             

 

 

 

 

     高 見   豊             

 

 

 

 

     佐 藤 忠 志             
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     細 谷 一 郎             

 

 

 

 

     中 桐 俊 男             

 

 

 

 

     黒 田 和 生             

 

 

 

 

     益 子 秀 久             

 

 

 

 

     津 田 三 郎             

 

 

 

 

     榎 原 徹 夫             


